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○特定非営利活動促進法施行細則 

平成十年十一月二十七日福井県規則第六十三号 

改正 

平成一五年 四月二三日規則第五一号 

平成一五年 五月三〇日規則第五九号 

平成一七年 三月 四日規則第七号 

平成一七年 三月三一日規則第四五号 

平成一八年 三月 二日規則第九号 

平成一八年 三月二四日規則第一四号 

平成一九年 二月二七日規則第六号 

平成二〇年一一月二八日規則第七〇号 

平成二四年 三月二一日規則第五号 

平成二七年 五月一九日規則第三三号 

平成二九年 三月三一日規則第七号 

令和 元年 五月三一日規則第二号 

令和 元年 八月 九日規則第二二号 

特定非営利活動促進法施行細則を公布する。 

特定非営利活動促進法施行細則 

（趣旨） 

第一条 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）の施行については、

特定非営利活動促進法施行条例（平成十年福井県条例第三十二号。以下「条例」という。）に定

めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（設立認証申請書） 

第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書（様式第一号）によるものとする。 

２ 法第十条第一項各号に掲げる書類のうち同項第一号、第二号イ、第五号、第七号および第八号

に掲げる書類には、それぞれ副本一部を添付するものとする。 

（公告の方法および縦覧の場所） 

第三条 法第十条第二項（法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による公告は、福井県報に登載して行うものとする。 

２ 法第十条第二項（法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場合を含む。）
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に規定する公衆の縦覧に供する場所は、福井県地域戦略部県民活躍課とする。 

（補正書） 

第四条 法第十条第三項（法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による補正は、補正書（様式第二号）によりするものとする。 

２ 前項の補正書には、補正後の申請書または書類（法第十条第三項の規定に基づき補正するもの

に限る。）を添付するものとする。ただし、法第十条第一項各号に掲げる書類のうち同項第一号、

第二号イ、第五号、第七号および第八号に掲げる書類を補正するときは、それぞれ副本一部を添

付するものとする。 

（設立登記完了の届出） 

第五条 法第十三条第二項の規定による届出は、設立登記完了届出書（様式第三号）によりするも

のとする。 

２ 法第十三条第二項の登記事項証明書にはその写し一通を、同項の財産目録には副本一部を、そ

れぞれ添付するものとする。 

（役員の変更等の届出） 

第六条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員変更等届出書（様式第四号）によりするも

のとする。 

２ 法第二十三条第一項の変更後の役員名簿には、副本一部を添付するものとする。 

（定款変更認証申請書） 

第七条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書（様式第五号）によるものとする。 

２ 前項の定款変更認証申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する

変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書および活動

予算書ならびに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類

には、それぞれ副本一部を添付するものとする。 

（定款の変更の届出） 

第八条 法第二十五条第六項の規定による届出は、定款変更届出書（様式第六号）によりするもの

とする。 

２ 法第二十五条第六項の変更後の定款には、副本一部を添付するものとする。 

（定款の変更登記の完了に係る証明書の提出） 

第九条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書（様

式第七号）によりするものとする。 
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２ 前項の登記事項証明書には、その写し一通を添付するものとする。 

（事業報告書等の提出） 

第十条 法第二十九条の規定による書類の提出は、事業報告書等提出書（様式第八号）によりする

ものとする。 

２ 法第二十九条の事業報告書等には、それぞれ副本一部を添付するものとする。 

（事業報告書等の公開の請求等） 

第十一条 条例第九条第一項（条例第十六条において準用する場合を含む。）の請求書は、事業報

告書等または役員報酬規程等の公開（閲覧または謄写）請求書（様式第九号）によるものとする。 

２ 第三条第二項の規定は、条例第九条第一項に規定する閲覧の場所について準用する。 

（解散認定申請書） 

第十二条 条例第十条の申請書は、解散認定申請書（様式第十号）によるものとする。 

（解散の届出） 

第十三条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出書（様式第十一号）によりするもの

とする。 

２ 前項の解散届出書には、解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付す

るものとする。 

（清算人の就任の届出） 

第十四条 法第三十一条の八の規定による届出は、清算人就任届出書（様式第十二号）によりする

ものとする。 

２ 前項の清算人就任届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するも

のとする。 

（清算結了の届出） 

第十五条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了届出書（様式第十三号）によりするも

のとする。 

２ 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するも

のとする。 

（残余財産譲渡認証申請書） 

第十六条 条例第十一条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書（様式第十四号）によるものとする。 

（合併認証申請書） 

第十七条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書（様式第十五号）によるものとする。 
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２ 第二条第二項の規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項の規定に基づき

前項の合併認証申請書に添付する書類について準用する。 

（合併登記完了の届出） 

第十八条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、合併登記

完了届出書（様式第十六号）によるものとする。 

２ 第五条第二項の規定は、法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定に基づ

き前項の合併登記完了届出書に添付する書類について準用する。 

（合併の場合の財産目録等の備置き） 

第十九条 法第三十五条第一項の貸借対照表および財産目録は、合併する各特定非営利活動法人に

ついて作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで

の間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。 

（検査職員の身分証明書） 

第二十条 法第四十一条第三項（法第六十四条第七項において準用する場合を含む。）の身分を示

す証明書は、身分証明書（様式第十七号）とする。 

（認定申請書） 

第二十一条 法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人としての認定を受けるため

の申請書（様式第十八号）によるものとする。 

（認定の有効期間の更新の申請） 

第二十二条 法第五十一条第三項の規定による申請は、認定特定非営利活動法人の認定の有効期間

の更新の申請書（様式第十九号）によりするものとする。 

（認定特定非営利活動法人等の定款の変更等） 

第二十三条 第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項および第十条第一項の規定は、法第五十

二条第一項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定により、法第二十三条、法第

二十五条第六項および第七項ならびに法第二十九条の規定を読み替えて適用する場合において、

県の区域内および他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事

が所轄庁であるもの以外のもの（以下「非所轄法人」という。）が、これらの規定による届出ま

たは提出を知事にする場合に適用する。 

２ 前項の規定により届出または提出をする場合には、第六条第二項、第八条第二項、第九条第二

項および第十条第二項の規定にかかわらず、これらの書類の写しまたは副本の添付を要しないも

のとする。 
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３ 法第五十二条第二項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出は、認

定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書・特例認定特定非営利活動法人の

定款変更の認証を受けた場合の提出書（様式第二十号）によりするものとする。 

（代表者の変更の届出） 

第二十四条 法第五十三条第一項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による届

出は、認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更

届出書（様式第二十一号）によりするものとする。 

（役員報酬規程等の提出） 

第二十五条 法第五十五条第一項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提

出は、認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書・特例認定特定非営利活動法人の役員報

酬等提出書（様式第二十二号）によりするものとする。 

２ 法第五十五条第一項の規定に基づき提出する書類には、それぞれ副本一部を添付するものとす

る。 

３ 非所轄法人が、第一項および次条第一項の提出をする場合には、前項および次条第二項の規定

にかかわらず、副本の添付を要しないものとする。 

（助成金の支給を行った場合の実績の提出等） 

第二十六条 法第五十五条第二項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提

出は、認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書・特例認定特定非営

利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書（様式第二十三号）によりするものとす

る。 

２ 法第五十五条第二項の規定に基づき提出する書類には、副本一部を添付するものとする。 

（特例認定申請書） 

第二十七条 法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、特例認定特定

非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書（様式第二十四号）によるものとする。 

（合併の認定の申請） 

第二十八条 法第六十三条第三項の規定による申請は、特定非営利活動促進法第六十三条第一項ま

たは同条第二項の合併の認定を受けるための申請書（様式第二十五号）によりするものとする。 

（情報通信の技術を利用する方法による手続等） 

第二十九条 条例第十八条第一項から第三項までの規定により、申請等、通知等または縦覧等を電

子情報処理組織を使用して行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報
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通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成十九年福井県規則第六号）の規定の例による。 

（書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法） 

第三十条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電

磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法または磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調

製する方法により行わなければならない。 

第三十一条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係

る電磁的記録の備置きを行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 

一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

または磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法 

二 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取

ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルま

たは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法 

２ 特定非営利活動法人は、前項に規定する方法により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に

応じ電磁的記録に記録されている事項を電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力するこ

とができるようにするための措置を講じなければならない。 

第三十二条 条例第十八条第一項の規定により同項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る

電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所

に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするため

の措置を講じなければならない。 

（その他） 

第三十三条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この規則は、法の施行の日（平成十年十二月一日）から施行する。 

附 則（平成一五年規則第五一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十五年五月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、
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所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一五年規則第五九号） 

この規則は、平成十五年六月一日から施行する。 

附 則（平成一七年規則第七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 

（経過措置） 

２ 不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。）

附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法（明治三十

二年法律第二十四号）第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本につい

ては、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの

規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。 

３ 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十六年法律第百二十四号）第

五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前

の商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十一条第一項の規定により交付された登記簿

の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事

項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。 

４ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

附 則（平成一七年規則第四五号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成一八年規則第九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年三月三日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等

に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営

土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福

井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福

祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞

じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身

障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井

県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふる

さと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県

福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行

規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心

なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅

団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成一八年規則第一四号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一九年規則第六号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十九年三月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第七〇号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に

係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定

による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険

法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（平成二四年規則第五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二七年規則第三三号抄） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二九年規則第七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七

十号）による改正前の特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第四十四条第一項の認定ま

たは同法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日

の属する事業年度以前における海外への送金または金銭の持出しに係るこの規則による改正前の

特定非営利活動促進法施行細則第二十六条第一項に規定する認定特定非営利活動法人が海外への

送金または金銭の持出しを行う場合の提出書・仮認定特定非営利活動法人が海外への送金または

金銭の持出しを行う場合の提出書の提出については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和元年五月三一日規則第二号） 

この規則は、令和元年六月一日から施行する。 

附 則（令和元年八月九日規則第二二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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